
広島県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成

19 年法律第 112 号。以下「法」という。）第 59 条の規定による住宅確保要配慮者居住支援

法人（以下「支援法人」という。）の指定等について必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語） 

第２条 この要綱で使用する用語は、法又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促

進に関する法律施行規則（平成 29 年国土交通省令第 63 号。以下「省令」という。）及び国

土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

施行規則（平成 29 年厚生労働省・国土交通省令第 1 号。以下「共同省令」という。）で使

用する用語の例による。 

 

（指定の申請） 

第３条 法第 59 条の規定による指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別

記様式第１号の住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書の正本及び副本に、それぞれ共

同省令第 41 条第１項、第２項及び次条に規定する書類を添えて、知事に提出しなければな

らない。 

２ 支援法人は、前項の指定を受けたときは、法第 60 条第２項第１号に規定する計画（以下

「実施計画」という。）に記載された事項についてインターネットの利用その他の適切な方

法により公示しなければならない。 

 

（知事が必要と認める書類） 

第４条 共同省令第 41 条第２項第５号及び第 43 条第２項第７号に規定する都道府県知事が

必要と認める書類は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 別記様式第２号の誓約書 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、支援法人の指定にあたって参考となる書類 

 

（変更の認可） 

第５条 法第 61 条第１項の規定により、支援業務の種別を変更して新たに法第 62 条第１号

又は第５号に掲げる業務を行おうとする者は、別記様式第３号により、あらかじめ知事に

申請を行うものとする。 

２ 支援法人は、前項の変更の認可を受けたときは、実施計画に記載された事項についてイ

ンターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。 

 

（名称等の変更の届出） 

第６条 支援法人は、支援業務の種別（法第 61 条第１項に掲げる場合を除く。）、その名称又



は商号、主たる事務所又は営業所その他支援業務を行う事務所又は営業所の名称及び所在

地、役員の氏名、支援業務に関する問い合わせを受けるための連絡先を変更しようとする

ときは、別記様式第４号の住宅確保要配慮者居住支援法人変更届の正本及び副本に、それ

ぞれ法第 60 条第２項各号に掲げる書類（変更に係るものに限る。）を添えて、知事に提出

しなければならない。 

 

（債務保証業務委託の認可の申請） 

第７条 支援法人は、法第 63 条第１項の規定による認可を受けようとするときは、別記様式

第５号の債務保証業務委託認可申請書に当該認可に係る委託契約書の写しを添えて、これ

を知事に提出しなければならない。 

 

（債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程の認可の申請） 

第８条 支援法人は、法第 64 条第１項第１号の規定による債務保証業務規程の認可又は第２

号の規定による残置物処理等業務規程の認可を受けようとするときは、別記様式第６号の

債務保証業務規程認可申請書又は別記様式第７号の残置物処理等業務規程認可申請書に当

該認可に係る債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程を添えて、これを知事に提出し

なければならない。 

２ 支援法人は、法第 64 条第３項後段の規定により債務保証業務規程又は残置物処理等業務

規程の変更の認可を受けようとするときは、別記様式第８号の債務保証業務規程変更認可

申請書又は別記様式第９号の残置物処理等業務規程変更申請書に当該変更の認可に係る業

務規程及び変更の明細を記載した書面を添えて、これを知事に提出しなければならない。 

 

（事業計画等の認可の申請） 

第９条 支援法人は、法第 65 条第１項前段の規定により支援業務に係る事業計画及び収支予

算（以下「事業計画等」という。）の認可を受けようとするときは、別記様式第 10 号の事

業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画等を添えて、これを知事に提出しなければ

ならない。 

２ 支援法人は、法第 65 条第１項後段の規定により事業計画等の変更の認可を受けようとす

るときは、別記様式第 11 号の事業計画等変更認可申請書に当該変更の認可に係る事業計画

等及び変更の明細を記載した書面を添えて、これを知事に提出しなければならない。 

３ 支援法人は、第１項の認可を受けた場合又は第２項の変更の認可を受けた場合は、当該

認可に係る事業計画に掲載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により

公示しなければならない。 

 

（事業報告書等の提出） 

第 10 条 支援法人は、法第 65 条第２項の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決

算書（以下「事業報告書等」という。）を提出するときは、別記様式第 12 号の提出書に当

該提出に係る事業報告書等及び共同省令第 46 条に規定する書類を添えて、これを知事に提



出しなければならない。 

 

（申請の取り下げの届出） 

第 11 条 申請者は、第３条の申請を取り下げようとするときは、別記様式第 13 号の取下届

を知事に提出しなければならない。 

 

（支援業務の休廃止等の届出） 

第 12 条 支援法人は、支援業務を休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、別記様式

第 14 号の住宅確保要配慮者居住支援法人業務休廃止等届を知事に提出しなければならな

い。 

 

附 則 

この要綱は、平成 30 年３月８日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年７月 12 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和７年 10 月１日から施行する。 


